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　特願２０１２－１７３２６８「殺虫エアゾール装置」拒絶査定不服審判事
件〔平成２６年　２月２０日出願公開、特開２０１４－　３０３９１〕につ
いて、次のとおり審決する。

結　論
　本件審判の請求は、成り立たない。

理　由
第１　手続の経緯
　本願は、平成２４年８月３日の出願であって、平成２８年３月１１日付け
で拒絶理由が通知され、同年５月１６日付けで意見書が提出されるととも
に、同日付けで手続補正書が提出されたが、同年９月１２日付けで拒絶査定
がなされた。
　本件は、これに対して、平成２８年１２月２０日に拒絶査定に対する審判
請求がなされたものである。

第２　本願発明について
１　本願発明
　本願の特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「本願発明」とい
う。）は、平成２８年５月１６日付けの手続補正により補正された特許請求
の範囲の請求項１に記載された事項により特定される、以下のとおりのもの
である。

「エアゾール容器にエアゾール組成物が収容され、噴射機構によって上記エ
アゾール組成物を上記エアゾール容器から噴射させるように構成された殺虫
エアゾール装置において、
　上記エアゾール組成物は、４－メトキシメチル－２，３，５，６－テトラ
フルオロベンジル ３－（２－シアノ－１－プロペニル）－２，２－ジメチ
ルシクロプロパンカルボキシレートを主成分とする殺虫有効成分と、揮発性
を有する噴射剤とを含有しており、
　上記エアゾール容器内のエアゾール組成物中、噴射剤の含有量が８０重量
パーセント以上９９重量パーセント以下に設定され、
　上記噴射機構から水平方向に噴射された上記エアゾール組成物の平均粒子
径は、該噴射機構の噴射口から水平方向に直線距離で５０ｃｍ離れた箇所に
おいて１５μｍ以上７０μｍ以下となるように設定されていることを特徴と
する殺虫エアゾール装置。」

２　引用刊行物
　原査定の拒絶の理由に引用され、本願の出願前に頒布された刊行物であ
る、特開２００３－１２４２２号公報（以下、「引用文献１」という。）に



は、以下の事項が記載されている。（なお、下線は当審が付した。）

（１）「【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は飛翔害虫駆除用エアゾールおよび飛翔害
虫の駆除方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、飛翔害虫駆除用エアゾールとして、多くの製品が開
発、販売されている。該エアゾールの重要な施用方法として、家屋内を飛翔
する害虫や、あるいは壁などに止まっている害虫に直接噴霧し、墜落した害
虫を処理する方法がある。この方法が適用されるためには、害虫に対して
ノックダウン効果が瞬時に得られることが望ましく、該効果がすぐに得られ
れば、駆除した害虫をその場で処理することができる。しかしながら従来の
エアゾール製品を用いた場合、例えばイエバエなどは、直撃噴霧しても直ち
にノックダウン、墜落させることが困難なために、飛翔し続ける害虫に対し
何度もを噴射しなければならならないことが多かった。多量のエアゾールの
噴霧は、家屋内の薬剤の濃度上昇にもつながるため、噴霧粒子の吸入等によ
る噴霧者等への影響も懸念される事態となる。
【０００３】そこで飛翔害虫に直撃噴霧する防除方法に使用したときに、噴
霧された飛翔害虫が直ちにノックダウンし、これにより該害虫をその場で処
理し得るような、より即効性の高い飛翔害虫駆除用エアゾールの開発が望ま
れている。また、エアゾール中の液剤の比率を高め、殺虫成分を含む粒子を
より多く害虫に接触させることで、（殺虫剤含量％はエアゾール重量が分母
なので、噴霧量が同じならば液剤比が高くなっても殺虫剤量は変わらないの
で）害虫駆除用エアゾールの即効性が高まる場合が多いが、一方で、液剤比
率の高いエアゾールは、例えば壁に止まっているハエに向かって噴霧する場
合などにおいて、壁面が液剤により濡れ、その部分が目立つことになりかね
ない。このような現象は、消費者が必ずしも好むものではなく、むしろエア
ゾール中の液剤に対する噴射剤の比率を高くし、噴霧した壁などの面がすぐ
乾き、ドライ感が得られるタイプの方が好まれる傾向にある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、噴霧された面がすぐ乾く
程度のドライ感が得られ、かつ飛翔害虫に対する即効性に優れる飛翔害虫駆
除用エアゾールを提供することにある。特に１ｍ程度の距離をおいて、目標
害虫に直撃噴霧した際、該害虫が直ちにノックダウンし、使用者が駆除害虫
を処理し得る程度の即効性を有する飛翔害虫駆除用エアゾールを提供するこ
とにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】本発明者は飛翔害虫駆除用エアゾールについ
て検討を行った結果、特定の殺虫有効成分を用い、使用する溶媒種を特定す
るのみならず、エアゾール中の液剤に対する噴射剤比率を高めに設定し、か
つエアゾールを噴霧したときの噴霧粒子径を特定範囲とし得るように設計し
たエアゾールが前記の目的を達成しえることを見出し、本発明に至った。
【０００６】即ち本発明は、飽和炭化水素を主とする溶剤と式（１）

で示されるカルボン酸エステル（以下、本化合物と記す）とを含有する液剤
および噴射剤からなる混合物が噴霧口を備えた耐圧容器に内包されてなるエ
アゾールであって、液剤と噴射剤との重量比が４／６～１／９であり、噴霧



粒子の体積平均粒子径が２０～４０μｍである飛翔害虫駆除用エアゾール
（以下、本エアゾールと記す）に関するものである。
【０００７】
【発明の実施の形態】本エアゾールは、飽和炭化水素を主とする溶剤と有効
成分として本化合物とを含有する液剤（以下、単に液剤と記すことがあ
る。）と噴射剤からなる混合物が噴霧口を備えた耐圧容器に内包されてい
る。
【０００８】本化合物の化合物名は、３－メトキシイミノメチル－２，２－
ジメチルシクロプロパンカルボン酸（２，３，５，６－テトラフルオロ
－４－（メトキシメチル）フェニル）メチルであり、各種の光学異性体や幾
何異性体が存在するが、本エアゾールにおいてはそれらのうち、殺虫活性を
有する任意の異性体や該異性体を含む混合物を使用することができる。本化
合物は、液剤中に、通常は０．０１～５重量％、好ましくは０．０５～１重
量％程度含まれる。
【０００９】本エアゾールにおいて用いられる溶剤は主として飽和炭化水素
からなり、飽和炭化水素が溶剤中に好ましくは９０重量％以上含有され、さ
らに好ましくは実質的に飽和炭化水素のみからなる溶剤が用いられる。ま
た、飽和炭化水素としては、炭素数１１～１７の飽和炭化水素を９０重量％
以上含有するものが好ましく、さらに好ましくは実質的に炭素数１１～１５
の飽和炭化水素のみからなるものである。」

（２）「【００１２】本エアゾールにおける噴射剤としては、例えばプロパ
ン、ｎ－ブタン、イソブタン、ジメチルエーテル、メチルエチルエーテル、
メチラール等を挙げることができ、これらは２種以上の混合物であってもよ
い。
【００１３】本エアゾールは、本エアゾールから液剤と噴射剤からなる混合
物が噴霧されるときの噴霧口から５０ｃｍの距離における噴霧粒子の体積平
均粒子径（以下単に噴霧粒子の体積平均粒子径と記した場合には、本エア
ゾールの噴射口から５０ｃｍの距離における噴霧粒子の体積平均粒子径を意
味する。）が２０～４０μｍとなるように設計されている。
【００１４】かかる噴霧粒子の体積平均粒子径は例えば、マルバーン社の粒
子径測定装置２６００型を用いて測定することができる。
【００１５】液剤と噴射剤からなる混合物の重量比が４／６～１／９の範囲
で、本エアゾールの噴霧粒子の体積平均粒子径を２０～４０μｍとするため
には、エアゾールの初期缶圧に合わせてバルブシステム（バルブ及びアク
チュエーターの両者を併せたシステムを意味する。）を構成する各部品の孔
径、型等の仕様を適宜選択することにより調節すればよい。
【００１６】粒子径の調節法としてまず液剤と噴射剤との重量比が
２５／７５の場合をあげると、ステム孔０．５１ｍｍ、ハウジング孔
０．６４ｍｍ、ベーパータップ孔なしの仕様の部品からなるバルブを装着

し、３．６Ｋｇ／ｃｍ２（２０℃におけるゲージ圧）のブタン／プロパン
混合液化ガスを、液剤に対し上記重量比となるように充填した場合、孔径
０．９～２ｍｍの範囲のアクチュエーターを装着すると、体積平均粒子径
２０μｍ～４０μｍの粒子を噴出するエアゾールを得ることができる。ま
た、あるバルブシステムを用いて、ある初期缶内圧におけるエアゾールの噴
霧粒子の体積平均粒子径をまず測定し、体積平均粒子径が
２０μｍ～４０μｍの範囲外となった場合には、例えばアクチュエーターの
孔径を変更せずに、ステム孔を複数個としたり、ステム孔径を大きくする、
あるいはハウジング部に例えば０．３～０．５ｍｍ程度のベーパータップ孔
を設けることにより噴霧粒子の体積平均粒子径を小さい側に調整することが
でき、また一方充填する噴射剤の圧力を下げることにより噴霧粒子の体積平
均粒子径を大きい側に調整することができ、これらを必要により組み合わせ
て所望の噴霧粒子の体積平均粒子径に調整することができる。但し、噴射剤
の圧力をあまりに低圧にしすぎると噴霧粒子の到達距離が短くなる傾向があ

るので、２５℃におけるエアゾールの初期缶圧は３ｋｇ／ｃｍ２・ゲージ

圧程度以上に、好ましくは４ｋｇ／ｃｍ２・ゲージ圧以上にするのがよ



い。
【００１７】液剤と噴射剤との重量比が４／６付近の場合、バルブシステム
が同一であると液剤と噴射剤との重量比２５／７５のエアゾールより粒子径
は大きくなる傾向がある。そこで、孔径がより小さい０．５～１．５ｍｍ程
度のアクチュエーターを選択することで噴霧粒子の体積平均粒子径を小さい
側に調節することができる。具体的には、あるバルブシステムを用いて、あ
る初期缶内圧におけるエアゾールの噴霧粒子の体積平均粒子径をまず測定
し、体積平均粒子径が２０μｍ～４０μｍの範囲外となった場合には、例え
ばアクチュエーターの孔径を変更せずに、バルブのステム孔を大きくする、
あるいは孔径０．３ｍｍ以上のベーパータップを設ける等によって噴霧粒子
の体積平均粒子径をより小さい側に調整することができる。また、噴霧粒子
の体積平均粒子径を大きくする場合は、上記の逆の仕様の部品を選択すれば
よい。これらを必要により組み合わせて所望の噴霧粒子の体積平均粒子径に
調整することができるが、同時にエアゾールの初期缶圧は２５℃において

３～６ｋｇ／ｃｍ２・ゲージ圧程度の範囲となるようにするのが望まし
い。
【００１８】液剤と噴射剤との重量比が１／９付近の場合、バルブシステム
が同一であると液剤と噴射剤との重量比２５／７５のエアゾールより粒子径
は小さくなる傾向がある。充填する噴射剤としてより低圧のガスを使用する
のが噴霧粒子の体積平均粒子径の調節において容易となる。バルブのステム
孔は０．３～０．５ｍｍ程度で１孔とし、ハウジングのベーパータップ径を
０（無し）～０．３ｍｍ、好ましくは無しとする。アクチュエーターは孔径
１～２ｍｍ以上、粒子径を大きくするようなエクステンションチューブ等を
付帯した仕様のものが好ましい。以上のような方法により噴霧粒子の体積平
均粒子径を調節できるが、同時にエアゾール初期缶圧が

２．５～５ｋｇ／ｃｍ２・ゲージ圧程度の範囲となるように実施するのが
望ましい。」

（３）「【００４０】
【表１】



　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」

　上記（２）の記載（特に、段落【００１５】）から、「耐圧容器」が「バ
ルブ及びアクチュエーターの両者を併せたバルブシステム」を備えるものと
認められる。

　すると、上記引用文献１の記載事項から、引用文献１には、以下の発明
（以下「引用発明」という。）が記載されている。

「飽和炭化水素を主とする溶剤と有効成分として本化合物とを含有する液剤
と噴射剤からなる混合物が噴霧口並びにバルブ及びアクチュエーターの両者
を併せたバルブシステムを備えた耐圧容器に内包されている飛翔害虫駆除用
エアゾールであって、
　本化合物が、３－メトキシイミノメチル－２，２－ジメチルシクロプロパ
ンカルボン酸（２，３，５，６－テトラフルオロ－４－（メトキシメチル）
フェニル）メチルであり、
　噴射剤は、プロパン、ｎ－ブタン、イソブタン、ジメチルエーテル、メチ
ルエチルエーテル、メチラール等又はこれらの２種以上の混合物であり、
　本エアゾールから液剤と噴射剤からなる混合物が噴霧されるときの噴霧口
から５０ｃｍの距離における噴霧粒子の体積平均粒子径が２０～４０μｍと
なるように設計されており、
　液剤と噴射剤からなる混合物の重量比が４／６～１／９の範囲である、
　飛翔害虫駆除用エアゾール。」

３　対比
（１）本願発明と引用発明との対比
ア　引用発明の「耐圧容器」、「噴霧口並びにバルブ及びアクチュエーター
の両者を併せたバルブシステム」、「有効成分として本化合物」、「噴射
剤」、「飽和炭化水素を主とする溶剤と有効成分として本化合物とを含有す
る液剤と噴射剤からなる混合物」及び「飛翔害虫駆除用エアゾール」は、そ
れぞれ、本願発明の「エアゾール容器」、「噴射機構」、「殺虫有効成
分」、「噴射剤」、「エアゾール組成物」及び「殺虫エアゾール装置」に相
当する。

イ　上記アから、引用発明の「飽和炭化水素を主とする溶剤と有効成分とし
て本化合物とを含有する液剤と噴射剤からなる混合物が噴霧口並びにバルブ
及びアクチュエーターの両者を併せたバルブシステムを備えた耐圧容器に内
包されている飛翔害虫駆除用エアゾール」は、本願発明の「エアゾール容器
にエアゾール組成物が収容され、噴射機構によって上記エアゾール組成物を
上記エアゾール容器から噴射させるように構成された殺虫エアゾール装置」
に相当する。

ウ　引用発明の「有効成分として本化合物とを含有」し、「本化合物が、
３－メトキシイミノメチル－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボン酸
（２，３，５，６－テトラフルオロ－４－（メトキシメチル）フェニル）メ
チルであ」ることと、本願発明の「上記エアゾール組成物は、４－メトキシ
メチル－２，３，５，６－テトラフルオロベンジル ３－（２－シアノ
－１－プロペニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシレートを
主成分とする殺虫有効成分」「を含有して」いることは、「上記エアゾール
組成物は、主成分とする殺虫有効成分」「を含有して」いることで共通す
る。

エ　引用発明の「プロパン、ｎ－ブタン、イソブタン、ジメチルエーテル、
メチルエチルエーテル、メチラール等又はこれらの２種以上の混合物」が揮
発性であることは自明であるから、引用発明の「混合物」に含まれる「噴射
剤は、プロパン、ｎ－ブタン、イソブタン、ジメチルエーテル、メチルエチ



ルエーテル、メチラール等又はこれらの２種以上の混合物であ」ることは、
本願発明の「上記エアゾール組成物は、」「揮発性を有する噴射剤とを含有
して」いることに相当する。

（２）一致点
　してみると、両者は、
「エアゾール容器にエアゾール組成物が収容され、噴射機構によって上記エ
アゾール組成物を上記エアゾール容器から噴射させるように構成された殺虫
エアゾール装置において、
　上記エアゾール組成物は、主成分とする殺虫有効成分と、揮発性を有する
噴射剤とを含有している、殺虫エアゾール装置。」
で一致し、次の点で相違する。
　
（３）相違点
ア　主成分とする殺虫有効成分について、本願発明では、「４－メトキシメ
チル－２，３，５，６－テトラフルオロベンジル ３－（２－シアノ－１－
プロペニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシレート」である
のに対して、引用発明では、「３－メトキシイミノメチル－２，２－ジメチ
ルシクロプロパンカルボン酸（２，３，５，６－テトラフルオロ－４－（メ
トキシメチル）フェニル）メチル」（以下、「引用化合物」という。）であ
る点。（相違点ア）

イ　噴射剤の含有量が、本願発明では、「上記エアゾール容器内のエアゾー
ル組成物中、噴射剤の含有量が８０重量パーセント以上９９重量パーセント
以下に設定され」るのに対して、引用発明では、「液剤と噴射剤からなる混
合物の重量比が４／６～１／９の範囲である」、すなわち、「混合物」（本
願発明の「エアゾール組成物」に相当）中の「噴射剤」（本願発明の「噴射
剤」に相当）の含有量が６０～９０重量パーセントである点。（相違点イ）

ウ　平均粒子径について、本願発明では、「上記噴射機構から水平方向に噴
射された上記エアゾール組成物の平均粒子径は、該噴射機構の噴射口から水
平方向に直線距離で５０ｃｍ離れた箇所において１５μｍ以上７０μｍ以下
となるように設定されている」のに対して、引用発明では、「本エアゾール
から液剤と噴射剤からなる混合物が噴霧されるときの噴霧口から５０ｃｍの
距離における噴霧粒子の体積平均粒子径が２０～４０μｍとなるように設計
されて」いる、すなわち、まず、噴射方向について、本願発明では「水平方
向」と規定されているのに対して、引用発明では噴射方向が特定されていな
い点、次に、本願発明では、「１５μｍ以上７０μｍ以下」であるのに対し
て、引用発明では、「２０～４０μｍ」である点。（相違点ウ）

４　判断
（１）相違点アについて
ア　殺虫有効成分として、４－メトキシメチル－２，３，５，６－テトラフ
ルオロベンジル ３－（２－シアノ－１－プロペニル）－２，２－ジメチル
シクロプロパンカルボキシレート（以下、一般名の「モンフルオロトリン」
という。）は、特開２０１０－７７０７３号公報、特開
２００８－２７３９４４号公報などに示されるように、当業者には周知のも
のである。
　そこで、引用発明の有効成分としての引用化合物に換えて、周知のモンフ
ルオロトリンを使用できるか否かについて、以下、検討する。

イ　引用文献１には、「従来のエアゾール製品を用いた場合、例えばイエバ
エなどは、直撃噴霧しても直ちにノックダウン、墜落させることが困難なた
めに、飛翔し続ける害虫に対し何度もを噴射しなければならならないことが
多かった。」（段落【０００２】）という課題を解決するために、「エア
ゾール中の液剤の比率を高め、殺虫成分を含む粒子をより多く害虫に接触さ



せることで、（殺虫剤含量％はエアゾール重量が分母なので、噴霧量が同じ
ならば液剤比が高くなっても殺虫剤量は変わらないので）害虫駆除用エア
ゾールの即効性が高まる」（段落【０００３】）ことが考えられるものの、
「液剤比率の高いエアゾールは、例えば壁に止まっているハエに向かって噴
霧する場合などにおいて、壁面が液剤により濡れ、その部分が目立つことに
なりかねない。このような現象は、消費者が必ずしも好むものではなく、む
しろエアゾール中の液剤に対する噴射剤の比率を高くし、噴霧した壁などの
面がすぐ乾き、ドライ感が得られるタイプの方が好まれる傾向にある。」
（段落【０００３】）ところ、噴霧された面がすぐ乾く程度のドライ感が得
られ、かつ飛翔害虫に対する即効性に優れる飛翔害虫駆除用エアゾールを提
供すること」（段落【０００４】）を目的として、「本発明者は飛翔害虫駆
除用エアゾールについて検討を行った結果、特定の殺虫有効成分を用い、使
用する溶媒種を特定するのみならず、エアゾール中の液剤に対する噴射剤比
率を高めに設定し、かつエアゾールを噴霧したときの噴霧粒子径を特定範囲
とし得るように設計したエアゾールが前記の目的を達成しえることを見出
し」たものであることが開示されている。

ウ　上記「特定の殺虫有効成分を用い」たことについて、「噴霧された面が
すぐ乾く程度のドライ感が得られ、かつ飛翔害虫に対する即効性に優れる飛
翔害虫駆除用エアゾールを提供すること」との関係は、引用文献１の全記載
を精査しても、明らかにされておらず、さらには、引用文献１では、実施例
１～４及び比較例１～４のすべてにおいて、特定の殺虫有効成分である引用
化合物を使用しており、引用化合物とは異なる殺虫有効成分を使用した比較
例を挙げて、実施例１～４と比較した記載もない。

エ　また、引用文献１に記載された「エアゾール中の液剤に対する噴射剤の
比率を高くし、噴霧した壁などの面がすぐ乾き、ドライ感が得られる」こと
や、即効性を考慮して、「エアゾールを噴霧したときの噴霧粒子径」を最適
化することは、有効殺虫成分の種類にかかわらずに成り立つことは当業者に
は明らかであると、優に認められる。

エ　すると、引用文献１の全記載からみて、「噴霧された面がすぐ乾く程度
のドライ感が得られ、かつ飛翔害虫に対する即効性に優れる飛翔害虫駆除用
エアゾールを提供する」ために、引用化合物が必須であるという技術事項を
読み取ることはできない。

オ　以上のことから、引用発明において、引用化合物を、他の殺虫有効成分
に換えることを阻害する要因はなく、また、引用化合物：３－メトキシイミ
ノメチル－２，２－ジメチルシクロプロパンカルボン酸（２，３，５，６－
テトラフルオロ－４－（メトキシメチル）フェニル）メチルと、モンフルオ
ロトリン：４－メトキシメチル－２，３，５，６－テトラフルオロベンジル
３－（２－シアノ－１－プロペニル）－２，２－ジメチルシクロプロパンカ
ルボキシレート）とは、ピレスロイド系殺虫剤である点で共通し、化学構造
が極めて類似したものであることも考慮すれば、引用発明において、引用化
合物を周知のモンフルオロトリンに換えることは、当業者が容易になし得る
ことである。

（２）相違点イについて
ア　引用発明において、「混合物」中の「噴射剤」の含有量が６０～９０重
量パーセントとしたのは、「エアゾール中の液剤に対する噴射剤の比率を高
くし、噴霧した壁などの面がすぐ乾き、ドライ感が得られる」ためであっ
て、噴射剤の含有量を大きくすれば、よりドライ感が増すことは自明のこと
である。
　
イ　また、粒子径についても、引用文献１に「液剤と噴射剤との重量比が
１／９付近の場合、バルブシステムが同一であると液剤と噴射剤との重量比
２５／７５のエアゾールより粒子径は小さくなる傾向がある。充填する噴射



剤としてより低圧のガスを使用するのが噴霧粒子の体積平均粒子径の調節に
おいて容易となる。バルブのステム孔は０．３～０．５ｍｍ程度で１孔と
し、ハウジングのベーパータップ径を０（無し）～０．３ｍｍ、好ましくは
無しとする。アクチュエーターは孔径１～２ｍｍ以上、粒子径を大きくする
ようなエクステンションチューブ等を付帯した仕様のものが好ましい。以上
のような方法により噴霧粒子の体積平均粒子径を調節できる」（段落
【００１８】）と記載されるように、噴射剤の含有量を増やしても、所望の
粒子径を得ることができることが記載されているから、噴射剤の含有量を増
やすことを、特段、阻害する要因もない。

ウ　すると、引用発明において、ドライ感を増すために、噴射剤の含有量
を、６０～９０重量パーセントのうちの高い比率に、さらには、９０重量
パーセントより高い比率にすることは、当業者が容易に想到し得ることであ
る。

（３）相違点ウについて
ア　引用発明では、噴射の方向が特定されていないが、飛翔害虫をエアゾー
ルで殺虫する際には、平均的には水平方向及びそれに近い角度で噴射するこ
とが多く、垂直方向（真下、真上方向）及びそれに近い角度で噴射すること
は少ないことは、常識的なことであるから、平均粒子径を測定するときに
も、実際に噴射する角度に近い水平方向に噴射して測定するようにすること
は、当業者が普通に考えることであると認められる。

イ　上記（１）で検討したとおり、引用発明の引用化合物を周知のモンフル
オロトリンに換えたとき、エアゾールの即効性を高めるための最適な平均粒
子径が変わることも考えられるが、引用発明の「２０～４０μｍ」をモンフ
ルオロトリンで最適化した結果、「１５μｍ以上７０μｍ以下」となること
は、当業者が通常行う最適化の範囲のものにすぎない。

ウ　すると、引用発明において、水平方向に噴射して平均粒子径を測定し、
エアゾールの即効性を高めるために、１５μｍ以上７０μｍ以下に最適化す
ることは、当業者が容易になし得たことである。

（４）効果について
　本願発明が奏し得る効果は、引用発明及び周知技術から当業者が予測し得
る範囲のものであって格別なものではない。

（５）請求人の主張について
ア　請求人は、審判請求書の【請求の理由】「３．」「（３）」において、
「本願発明では、上述のように水平方向に噴射した場合の平均粒子径を
１５μｍ以上としており、これにより、有効成分を含んだ粒子の１つあたり
の質量を所定質量確保することができるので、対象害虫の周りの気流が対象
害虫を避けるような流れであっても、その流れの影響が有効成分を含んだ粒
子の慣性力に比べて相対的に小さくなり、その結果、有効成分を含んだ粒子
が供試虫に付着し易くなり、殺虫効力を著しく高めることができる。
　また、水平方向に噴射した場合の平均粒子径を７０μｍ以下としたので、
噴射機構から噴射した際に、粒子が噴射口の周りに付着しにくくなり、飛散
する粒子数を多くすることができ、殺虫効力を著しく高めることができる。
この殺虫効力の試験結果については、出願当初の明細書における段落
［００４８］、［００５４］～［００５８］で詳細に述べているとおりであ
る。」
と主張している。
　確かに、【表１】、【図４】を見ると、平均粒子径と、ＫＴ５０や

ＫＴ９０との間に関係が見いだせるが、本願の明細書の全記載を精査して

も、この関係が、「その流れの影響が有効成分を含んだ粒子の慣性力に比べ
て相対的に小さく」なることや、「噴射機構から噴射した際に、粒子が噴射



口の周りに付着しにくくなり、飛散する粒子数を多くすること」によるもの
であることは確認できないから、本願の明細書には、ＫＴ５０やＫＴ９０
の観点から平均粒子径を最適化するという技術事項が開示されるのみである
と認められる。

イ　請求人は、同じく、審判請求書の【請求の理由】「３．」「（３）」に
おいて、
「揮発性を有する噴射剤の含有量を８０重量パーセント以上９９重量パーセ
ント以下としていることを特徴としている。これにより、噴射剤の含有量が
他の組成物に比べて大幅に多くなり、その噴射剤は揮発性を有しているの
で、噴射口から水平方向に直線距離で５０ｃｍ離れた箇所において１５μｍ
以上７０μｍ以下の平均粒子径となるように、エアゾール組成物を該噴射口
から噴射させることができる。」
と主張している。
　これは、噴射剤が、５０ｃｍ飛ぶ間に揮発して（粒子径が小さくな
り？）、１５μｍ以上７０μｍ以下の平均粒子径となることを主張するもの
と思われる。
　しかし、このような事項は、本願の明細書には記載されていないし、当業
者の技術常識であるとも認められない。また、仮に、このような現象が当業
者に知られているとしても、噴射剤の含有量にかかわらず、５０ｃｍ離れた
箇所で粒子径を測定して、所望の値になるように噴射機構の設計等を行うだ
けのことであって、噴射剤の含有量が８０～９９重量パーセントと高いこと
による格別な効果であるとはいえないことは、明らかである。

（６）結論
　したがって、本願発明は、引用発明及び周知技術に基いて当業者が容易に
発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定によ
り特許を受けることができない。

第３　むすび
　以上のとおり、本願発明は特許法第２９条第２項の規定により特許を受け
ることができないから、本願の他の請求項に係る発明について検討するまで
もなく、本願は拒絶されるべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。

平成３０年　１月　９日

　　審判長　　特許庁審判官 三崎 仁
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